
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

八

八

号

法
務
省
に
お
け
る
情
報
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

浅

野

貴

博
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法
務
省
に
お
け
る
情
報
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

刑
法
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
に
お
い
て
、
仮
釈
放
に
つ
い
て
細
か
な
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
過
去
の

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
三
六
号
）
に
あ
る
よ
う
に
、
一
般
に
、
刑
に
服
し
て
い
る
者
に
対
し
て
仮
釈
放

の
処
分
が
下
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
合
議
体
に
よ
っ
て
審
理
が
行
わ
れ
る
も
の
と
承
知
す

る
。
右
の
合
議
体
は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
の
合
議
体
を
構
成
す
る
者
は
、
国
家
公
務
員
法
で
規
定
さ
れ
る
守
秘
義
務
を
負
う
か
。

三

一
の
合
議
体
で
審
理
が
行
わ
れ
、
仮
釈
放
の
処
分
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
後
、
刑
に
服
し
て
い
る
当
人
並
び
に
そ

の
身
元
引
受
人
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
れ
が
通
知
さ
れ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

一
の
合
議
体
で
行
わ
れ
る
審
理
に
係
る
情
報
、
特
に
仮
釈
放
の
処
分
に
係
る
情
報
が
、
三
の
刑
に
服
し
て
い
る
当
人
並
び

に
そ
の
身
元
引
受
人
に
通
知
さ
れ
る
以
前
に
、
二
の
構
成
人
員
ま
た
は
そ
れ
に
関
係
す
る
法
務
省
職
員
に
よ
っ
て
、
報
道
機

関
等
の
外
部
の
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
か
。

五

四
で
、
認
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
そ
の
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

六

一
の
合
議
体
で
行
わ
れ
る
審
理
に
係
る
情
報
、
特
に
仮
釈
放
の
処
分
に
係
る
情
報
が
、
三
の
刑
に
服
し
て
い
る
当
人
並
び

一



に
そ
の
身
元
引
受
人
に
通
知
さ
れ
る
以
前
に
、
二
の
構
成
人
員
ま
た
は
そ
れ
に
関
係
す
る
法
務
省
職
員
に
よ
っ
て
、
報
道
機

関
等
の
外
部
の
者
に
伝
え
ら
れ
、
新
聞
等
に
よ
り
報
道
さ
れ
た
事
例
は
過
去
に
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
具
体
的
事
例

を
挙
げ
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


